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                                   平成 20 年５月 20 日 

各  位 
会 社 名 アクモス株式会社 

代 表 者 名 代表取締役社長  飯島秀幸 

    （ＪＡＳＤＡＱ・コード ６８８８） 

問 合 せ 先 事業統括室室長  中川智章 

電 話 番 号 ０３－３２３９－２３７７ 

 
 

 

有価証券報告書の訂正報告書提出に関するお知らせ 

     

 

 当社は、第16 期（自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 年６月 30 日）の有価証券報告書の記載事項

において、一部訂正すべき事項があったため、下記のとおり、本日付で訂正報告書を関東財務局に提

出いたしましたので、お知らせいたします。 

 

 

記 

 

 

１．有価証券報告書の訂正報告書の提出理由 

 平成19年９月27日に提出いたしました第16期（自 平成18年７月１日 至 平成19年６月30日）有価証券報

告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出す

るものであります。 

 

２．訂正事項 

 第一部 企業情報 

  第４ 提出会社の状況 

   ３配当政策 

   ６コーポレート・ガバナンスの状況 

 

３．訂正箇所 

訂正箇所は   を付して表示しております。 
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第一部【企業情報】 

第４【提出会社の状況】 

３【配当政策】 

 (訂正前) 

 当社は、株主様等当社のステークホルダーの皆様に対する利益還元策を重要な政策として認識し、連邦

経営による企業価値の向上に努めております。 

 純粋持株会社である当社の配当原資は、主として子会社からの負担金収入及び受取配当金で、当社は中

期経営方針において、株主の皆様に対する安定的な配当の実現を中長期的な重点課題として位置付け、配

当原資となる収益の持続的な確保に取り組んでおります。 

 当連結会計年度については、現在の財政状態と内部留保の充実を考慮した結果、剰余金の配当を実施し

ておりません。 

 内部留保については、各子会社の経営基盤の強化や競争力の確保、当社グループの将来の事業展開に向

けた投資等に有効に活用してまいります。 

 なお、当社は「取締役会の決議により、毎年12月31日を基準日として、中間配当を行う事ができる」

旨を定款に定めております。 

 

 (訂正後) 

 当社は、株主様等当社のステークホルダーの皆様に対する利益還元策を重要な政策として認識し、連邦

経営による企業価値の向上に努めております。 

 純粋持株会社である当社の配当原資は、主として子会社からの負担金収入及び受取配当金で、当社は中

期経営方針において、株主の皆様に対する安定的な配当の実現を中長期的な重点課題として位置付け、配

当原資となる収益の持続的な確保に取り組んでおります。 

 当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。 

 これら剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であり

ます。 

 当連結会計年度については、現在の財政状態と内部留保の充実を考慮した結果、剰余金の配当を実施し

ておりません。 

 内部留保については、各子会社の経営基盤の強化や競争力の確保、当社グループの将来の事業展開に向

けた投資等に有効に活用してまいります。 

 なお、当社は「取締役会の決議により、毎年12月31日を基準日として、中間配当を行う事ができる」

旨を定款に定めております。 

 

 

６【コーポレート･ガバナンスの状況】 

 (訂正前) 

  (1) ～ (5) ＜省略＞ 

 

 (訂正後) 

  (1)  ＜省略＞ 

 

  (2) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

     ＜省略＞ 

    (株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項) 

     ＜省略＞ 

     (自己の株式の取得) 

      当社は、自己の株式の取得について、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議

によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、企業環境の変

化に対応し、機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。 
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    (株主総会の特別決議要件) 

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使する

ことができる株主の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行

う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することによ

り、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。 

 

(3) ～ (5) 〈省略〉 

 

以  上 


